
「吏
　
員
」
の

更

迭

吏
員
の
更
迭

・
任
免
に
つ
い
て
は
、
何
と
い
っ
て
も
町
村
制
の
分
析
が
必
要

で
あ
る
。
町
村
制
は
明
治
二

一
年
四
月
、
法
律
第
四
四
四
号
と
し
て
制
定
さ
れ
、

そ
の
後
、
数
次
に
わ
た
っ
て
改
正
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
町

村
吏
員
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
き
た
か
を
見
て
い

く
こ
と
が
近
代
日
本
の
町
村
行
政
の
中
で
の
同
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ

ろ
う
。
本
稿
で
は
、
以
上
の
視
点
に
立
ち
つ
つ
明
治
四
四
年
四
月
制
定
の

「改

正
町
村
制
」
（法
律
第
六
九
号
）
を
中
心
に
分
析
し
て
み
た
い
。

ま
ず
町
村
吏
員
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
「町
村
制
」
に
お
い
て
町
村
吏
員
と
は
、

町
村
長
、
助
役
、
収
入
役

（副
収
入
役
）
、
区
長

（区
長
代
理
者
）、
常
設
委
員

・

臨
時
委
員
、
そ
の
他
有
給
吏
員

（書
記
）
を
指
す
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
数
、

選
定
、
任
免
、
職
務
権
限
等
を
見
て
い
こ
う
。

町
村
長
　
一
名

（第
六
十
条
）。
任
期
四
年

（第
六
十
二
条
）
。
基
本
的
に
名

誉
職
と
す
る
。
た
だ
し
町
村
会
の
議
決
に
よ
り
、
有
給
村
長
も
認
め
ら
れ
る

（第

六
十

一
条
）。
な
お
有
給
村
長
の
場
合
に
お
い
て
の
み
、
町
村
公
民
で
な
く
て
も

よ
い

（第
六
十
三
条
）。
た
だ
し
任
期
中
は
町
村
公
民
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
任
命

は
町
村
会
で
の
選
挙
の
後
、府
県
知
事
の
認
可
を
必
要
と
す
る
（第
六
十
四
条
）。

な
お
明
治
二

一
年
の

「町
村
制
」
に
お
い
て
は
、
年
齢
三
〇
歳
以
上
と
い
う
制

限
が
付
い
て
い
た
。

そ
の
職
務
は
、
「町
村
ヲ
統
括
シ
町
村
ヲ
代
表
ス
」
（第
七
十
二
条
）
と
い
う

も
の
で
、
担
任
す
る
事
務
の
概
目
と
し
て
は
、

一　

町
村
会
ノ
議
決
ヲ
経

ヘ
キ
事
件

二
付
其
ノ
議
案
ヲ
発
シ
及
其
ノ
議
決

ヲ
執
行
ス
ル
事
。

一
一　
財
産
及
営
造
物
ヲ
管
理
ス
ル
事
。
但
シ
特
二
之
力
管
理
者
ヲ
置
キ
タ

ル
ト
キ

ハ
其
ノ
事
務
ヲ
監
督
ス
ル
事
。

植

　

山
　
　
　
淳

三
　
収
入
支
出
ヲ
命
令
シ
及
会
計
ヲ
監
督
ス
ル
事
。

四
　
証
書
及
公
文
書
類
ヲ
保
管
ス
ル
事
。

五
　
法
令
又
ハ
町
村
会
ノ
議
決

二
依
り
使
用
料
、
手
数
料
、
加
入
金
、
町

村
税
又

ハ
夫
役
現
品
ヲ
賦
課
徴
収
ス
ル
事
。

六
　
其
ノ
他
法
令

二
依
り
町
村
長
ノ
職
権
に
属
ス
ル
事
項
。

と
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
第
七
十
七
条
の

「法
令

二
定
ム
ル
所
二
依
り
国
府

県
其
ノ
他
公
共
団
体
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「機
関
委
任
事
務
」

の
規
定
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

上
記
の
業
務
遂
行
の
た
め
に
、
町
村
長
は
必
要
と
な
る
有
給
吏
員
の
任
免
を

行
い

（第
七
十

一
条
）
、
そ
の
指
揮
監
督
権
を
持
つ

（第
七
十
三
条
）。

次
に
町
村
会
と
の
関
係
を
み
よ
う
。
町
村
長
は
町
村
会
の
招
集
を
行
い

（第

四
十
七
条
）、
町
村
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
の
進
行
に
も
責
任
を
持
つ
こ
と
と

な

っ
て
い
る

（第
四
十
五
条
）。
実
際
、
上
記
事
務
概
目
に
も
あ
る
と
お
り
、
町

村
長
は
年
度
歳
入
出
予
算

・
決
算
の
調
製
を
行
い
、
町
村
会
に
提
出
す
る
義
務

を
負

っ
て
い
る

（第
百
十
二
条
・第
百
二
十
二
条
）
。
ま
た
町
村
会
の
議
決
等
が
、

そ
の
権
限
を
越
え
た
り
、
法
令
等
に
背
き
、
あ
る
い
は

「公
益
ヲ
害
シ
町
村
ノ

収
支
二
関
シ
不
適
当
卜
認
ム
ル
ト
キ
」
は
、
町
村
長
は
監
督
官
庁
の
指
揮
に
よ

り
再
議
に
付
す
こ
と
が
で
き
る

（第
七
十
四
条
）。
さ
ら
に
町
村
会
が
何
ら
か
の

理
由
で
成
立
し
な
い
場
合
、
郡
長
へ
報
告

・
指
揮
を
受
け
た
後
は
、
町
村
会
の

議
決
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
も
処
置
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

（第
七
十
五

条
）。
ま
た
臨
時
に
急
ぎ
町
村
会
の
判
断
を
要
す
る
場
合
で
、
急
な
町
村
会
開
催

が
困
難
な
場
合
、
町
村
長
が
専
決
し
、
次
の
町
村
会
で
事
後
報
告
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る

（第
七
十
六
条
）。

助
役
　
一
名
。
た
だ
し
町
村
条
例

（町
村
会
の
議
決
）
に
よ
り
増
員
が
可
能

任

免

:こ

つ

い

て
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と
な
る

（第
六
十
条
）。
町
村
長
と
同
じ
く
基
本
的
に
名
誉
職
と
す
る
。
た
だ
し

町
村
会
の
議
決
に
よ
り
、
有
給
助
役
も
認
め
ら
れ
る

（第
六
十

一
条
）。
明
治
二

一
年

「町
村
制
」
で
は
有
給
助
役
は

一
名
の
み
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
制

限
は
明
治
四
四
年
の
改
正
で
撤
廃
さ
れ
た
。
そ
の
職
務
は

「町
村
長
ノ
事
務
ヲ

補
助
ス
」
と
い
う
も
の
で
、
ま
た

「町
村
長
故
障
ア
ル
ト
キ
之
ヲ
代
理
ス
」
と

も
あ
る

（第
七
十
九
条
）。
さ
ら
に
町
村
会
の
議
決
に
よ
り
、
町
村
長
の
事
務
の

一
部
を
分
掌
せ
し
む
る
こ
と
が
で
き
る

（第
七
十
八
条
）。
そ
の
任
命
は
町
村
長

の
推
薦
に
よ
り
町
村
会
で
選
定
し
、
府
県
知
事
が
認
可
す
る
。

収
入
役
　
一
名
。
有
給
吏
員
で
任
期
は
四
年
。
町
村
長
の
推
薦
に
よ
り
町
村

会
で
指
名
さ
れ
、
郡
長
の
認
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る

（第
六
十
七
条
）。
た
だ

し
特
別
の
事
情
が
あ
る
町
村
に
お
い
て
は
郡
長
の
許
可
を
得
て
、
町
村
長
又
は

助
役
が
収
入
役
の
事
務
を
兼
掌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
収
入
役
の
職
務
は

「町

村
ノ
出
納
其
ノ
他
ノ
会
計
事
務
及
第
七
十
七
条
ノ
事
務
二
関
ス
ル
国
府
県
其
ノ

他
公
共
団
体
ノ
出
納
其
ノ
他
ノ
会
計
事
務
ヲ
掌
ル
」
と
あ
る
。
（第
八
十
条
）
こ

の
第
七
十
七
条
と
は
前
出

「機
関
委
任
事
務
」
の
規
定
で
あ
る
。

な
お
副
収
入
役
を
、
町
村
会
の
承
認
に
よ
り
設
置
で
き
る

（第
六
十
七
条
）。

こ
の
副
収
入
役
は
明
治
四
四
年
の
町
村
制
改
正
以
降
認
め
ら
れ
た
も
の
で
、
収

入
役
の
補
助

ｏ
収
入
役
故
障
の
際
の
代
理
の
ほ
か
、
収
入
役
の
事
務
の
一
部
分

掌

（町
村
長
に
よ
り
郡
長
の
許
可
を
得
た
上
で
）
も
可
能
と
な
る
。

区
長
お
よ
び
区
長
代
理
者

　

「庶
務
便
宜
ノ
為
区
ヲ
画
シ
」
設
置
さ
れ

（第

六
十
八
条
）
、
そ
の
職
務
は
、
区
長
は

「町
村
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
町
村
長
ノ
事
務
ニ

シ
テ
区
内
二
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
補
助
ス
」
、
区
長
代
理
者
は

「区
長
ノ
事
務
ヲ
補
助

シ
区
長
故
障
ア
ル
ト
キ
之
ヲ
代
理
ス
」
と
さ
れ

（第
八
十

一
条
）、
名
誉
職
に
限

ら
れ
る
。
ま
た
町
村
公
民
に
し
て
選
挙
権
を
有
す
る
も
の
に
限
ら
れ
、
町
村
会

で
選
挙
さ
れ
る

（第
六
十
八
条
）。
明
治
二

一
年
町
村
制
で
は
、
区
域
廣
濶
、
人

口
鯛
密
に
限
り
実
施
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
判
断
は
府
県
知
事
に
ゆ
だ
ね
ら
れ

て
い
た
。

常
設
委
員

・
臨
時
委
員
　
名
誉
職
。
町
村
会
で
議
員
あ
る
い
は
町
村
公
民
の

中
か
ら
選
挙
権
の
あ
る
も
の
よ
り
選
挙
し
て
任
命
さ
れ
る
。
常
設
委
員
会
、
臨

時
委
員
会
の
組
織
に
つ
い
て
は
町
村
条
例
で
別
段
の
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
委
員
長
は
町
村
長
ま
た
は
助
役
が
つ
と
め
る

（第
六
十
九
条
）。

職
務
は

「町
村
長
ノ
指
揮
監
督
ヲ
承
ケ
財
産
又

ハ
営
造
物
ヲ
管
理
シ
其
ノ
他

委
託
ヲ
受
ケ
タ
ル
町
村
ノ
事
務
ヲ
調
査
シ
又
ハ
之
ヲ
処
弁
ス
」
（第
八
十
二
条
）

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
他
有
給
吏
員
お
よ
び
書
記
　
さ
ら
に
町
村
制
は
、
以
上
の
も
の
の
ほ
か
、

町
村
に
必
要
な
有
給
吏
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ

が

一
般
の
町
村
吏
員
で
あ
ろ
う
。
そ
の
定
数
は
町
村
会
の
議
決
に
よ
り
決
定
さ

れ
、
町
村
長
が
任
命
す
る
。
こ
れ
は
町
村
制
第
七
十

一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る

た
め
、
あ
え
て
名
付
け
る
な
ら

「第
七
十

一
条
吏
員
」
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
そ
の
職
務
は

「町
村
長
ノ
命
ヲ
承
ケ
事
務

二
従
事
ス
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る

（第
八
十
三
条
）。

ま
た
厳
密
に
は
町
村
吏
員
と
は
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
町
村
会
に
は

書
記
が
置
か
れ
て
い
る
。
「議
長
二
隷
属
シ
テ
庶
務
ヲ
処
理
セ
シ
ム
」
と
あ
る
（第

二
十
七
条
）。
し
か
し
上
記
の
よ
う
に
、
町
村
会
の
議
長
は
町
村
長
で
あ
り
、
先

の

「第
七
十

一
条
吏
員
」
と
の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
書
記
は
会
議
録
の
調
製
が
主
な
職
務
と
な
る

（第
五
十
八
条
）。

最
後
に
、
上
述
の
各
町
村
吏
員
の
給
与
に
つ
い
て
見
て
お
こ
う
。
ま
ず
名
誉

職
町
村
長
以
下
名
誉
職
員
も
、
職
務
の
た
め
要
す
る
費
用
に
対
す
る

「費
用
弁

償
」
さ
ら
に
は
勤
務
に
相
当
す
る

「報
酬
」
を
給
す
る
事
が
で
き
る
。
た
だ
し

こ
の
金
額
及
び
支
給
方
法
は
町
村
会
の
議
決
で
定
め
ら
れ
る

（第
八
十
四
条
）。

有
給
町
村
長
以
下
有
給
吏
員
の
給
料
額
・旅
費
額
お
よ
び
そ
の
支
給
方
法
は
、

町
村
会
の
議
決
で
定
め
ら
れ
る

（第
八
十
五
条
）。
ま
た
有
給
吏
員
に
は
、
退
隠

料
、
退
職
給
与
金
、
死
亡
給
与
金
、
遺
族
扶
助
料
を
給
す
る
事
が
で
き
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら

「費
用
弁
償
」
、
「報
酬
」、
「給
与
」
は
、
町
村
の
負
担
と
す

る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る

（第
八
十
八
条
）。

- 3 -


